
第２次四街道市男女共同参画推進計画・評価結果表（総評・課題・施策の方向：平成２３年度）                       

めざす社会のすがた　：　
「性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会」

評価

★★

※評価は★の５段階評価

※上記の★の数は、課題等の評価に当たり、各段階において、小数点以下の切捨てを行うため、右下欄の全事業の評価平均と異なる場合がある。

評価段階

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★ ～１～

・成果指標の目標達成効果率の平均が0.3以上0.6未満である。
・課題における平均の評価段階が★★

・成果指標の目標達成効果率の平均が0.3未満である。
・課題における平均の評価段階が★

　　　　　　　　　　　　　　　　「実施」・「成果」・「課題」等

　課題４「人権が守られる社会の形成」（評価＝★★★）では、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント等の諸課題に
対し充実した対応を図るとともに、課題５「男女共同参画社会の形成に取り組む体制の強化」（評価＝★★★）では、男女共同参画推
進計画の事業評価を行い、実施状況・成果を公表することで的確な進行管理を行うなどの取り組みを進めたところである。
　一方、課題１「男女共同参画社会の形成のための理解の促進」、課題２「可能性・個性を発揮できる環境整備の促進」および課題３
「家庭生活と社会生活の調和の促進」（いずれも評価＝★★）では、男女共同参画に関する学習機会の提供や審議会等への女性委
員の積極的な登用などの取り組みを進めたが、事業所等への男女共同参画に関する働きかけが十分ではなかったことや一部の事
業未実施により当該各分野レベルの総合的な評価としては、施策の充実が十分ではないものとなった。
　事業全体（１１１事業）の総合的な観点からは、評価★の事業が22年度の９件から６件に減少するなど一定程度の推進が図られてい
るが、めざす社会の姿「性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会」に向けての取り組みは、全体的に
は十分に推進できなかったものと判定する。
　23年度が計画の中間年度であることも踏まえ、未実施事業の課題解消に重点的に取り組み、計画全体のボトムアップに努めること
により、計画の一層の推進を図る必要がある。

判定基準 全１１１事業　評価一覧

・成果指標の目標達成効果率の平均が0.8以上である。
・課題における平均の評価段階が★★★★★

　
　　　　　　　　　　★★★★★　　　９件
　　　　　　　　　　★★★★　　　２２件
　　　　　　　　　　★★★　　　　６２件
　　　　　　　　　　★★　　　　　　９件
　　　　　　　　　　★　　　　　　　６件
　　　　　　　　　　評価対象外　　　３件

・成果指標の目標達成効果率の平均が0.7以上0.8未満である。
・課題における平均の評価段階が★★★★

・成果指標の目標達成効果率の平均が0.6以上0.7未満である。
・課題における平均の評価段階が★★★



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

1 ★★

男女共同参画を促進するため、講座・研修等を
開催し、男女共同参画に関する学習機会の提
供、市民との情報交流や研修の強化を図った
が、事業所への男女共同参画に関する働きか
けが十分ではなかったため、男女共同参画社
会形成のための理解を十分に促進することが
できなかった。

市民への学習・交流機会提供と市職員研修の
充実を図るとともに、事業所等への働きかけ方
の再検討が必要である。

2 ★★

市政への女性の参画を促進するため、審議会
等の女性委員の積極的な登用を促進するとと
もに、女性の社会的チャレンジ支援講座を開催
したが、市女性職員の登用の促進や地域活動
団体等における環境整備の働きかけが十分で
なかったため、可能性・個性を発揮できる環境
整備は十分に促進することができなかった。

市職員の、ワーク・ライフ・バランス確保のため
の制度利用を実質化する環境整備、女性職員
の登用につながる長期的育成とキャリアアップ
期間の不足への対応や経営者に対する意識
改革を進める事業等の充実が必要である。

3 ★★

保育事業の充実により子育て支援を行うととも
に、男性の家庭・地域での活動支援となる各種
講座、事業等を実施したが、一部実施すること
ができなかった事業もあった。

子育て支援等サービスやワーク・ライフ・バラン
スについての効果的な周知方法の検討等が必
要である。

4 ★★★

ドメスティック・バイオレンス等を防止するため
に、民生・児童委員に対する研修や、有害情報
等の監視・撤去を行った。また、セクシュアル・
ハラスメントに関するパンフレットを公共施設に
配置し、セクシュアル・ハラスメントの防止に向
けた啓発活動を実施した。

健康教育は、男性より女性の参加者が多いた
め、男性の参加者の増加を図る必要がある。

5 ★★★

男女共同参画推進計画の事業評価を行い、実
施状況・成果と併せて公表するなど的確な進行
管理を行った。
国や県、他市町村と連携強化を図るなど男女
共同参画の推進に積極的に取り組んだ。

市民意識調査を実施しなければ成果が把握で
きない指標があるが、他の行政課題や施策の
状況、費用等を考慮すると毎年度の調査の実
施は困難である。

　　　　　　　　　～２～

　人権が守られる社会の形成

　男女共同参画社会の形成に取り組む体制
　の強化

　可能性・個性を発揮できる環境整備の促進

課　　　題

　家庭生活と社会生活の調和の促進

　男女共同参画社会の形成のための理解の促進



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

★★

男女共同参画を促進するため、講座・研修等を
開催し、男女共同参画に関する学習機会の提
供、市民との情報交流や研修の強化を図った
が、事業所への男女共同参画に関する働きか
けが十分ではなかったため、男女共同参画社
会形成のための理解を十分に促進することが
できなかった。

市民への学習・交流機会提供と市職員研修の
充実を図るとともに、事業所等への働きかけ方
の再検討が必要である。

　　　　～３～

　男女共同参画社会の形成のための理解の促進

 課   題   １ 



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　 　 男女共同参画の市民理解の促進 　

　　　 ① ★★★★

四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会主催事業を行い、
講座・研修の開催を進めた。また、生涯学習まちづくり出前講座に
「男女共同参画について」を登録し、市民に対する学習機会の提
供を推進した。

男女共同参画に関する出前講座の周知方法について一層の検討
が必要である。

　　　 ② ★★★
市政だより、ホームページによる情報発信や図書、ＤＶＤの貸出等
を行い、市民との情報交流を促進した。

市民・市民団体等への効果的な周知方法の検討及び市民、市民
団体の希望する情報教材の把握が求められる。

　　　 ③ ★★★★
四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会主催の四街道市男
女共同参画フォーラム事業を開催し、男女共同参画に関する市民
の交流の機会を促進した。

　

　 　職場における男女共同参画の理解の促進 　

　　　 ① ★★★
市職員及び教員に対して、男女共同参画に関する情報の周知・啓
発を行うとともに、研修会を実施することで、男女共同参画社会に
関する理解を促進した。

　　　 ② ★★
事業所に対し、男女共同参画に関する情報の普及・啓発を図るとと
もに、事業所からの研修開催等相談に対し、講師を紹介できる体
制とし、事業所への働きかけを行ったが十分ではなかった。

事業所より、相談等の利用がないことから、一層の普及・啓発等の
働きかけが必要である。

　

　 　男女平等教育・学習の推進 　

　　　 ① ★★★
教育の場において、職場体験の内容を充実するとともに、教員の
適材適所、能力開発の視点による職務分担決定を行い、性別にか
かわらず可能性･個性を伸ばす教育・学習を推進した。

職場体験においては、児童・生徒の興味関心に応えられる内容の
学習先のより一層の拡大が求められる。その一方で、すべての児
童生徒の希望通り（第一希望）の体験学習先を与えることが難しい
現状もある。

　　　 ② ★★★
保育所等で、保育所保育指針に基づく保育を実施するとともに、小
中学校における道徳授業等を通じ、男女の協力や協働を促すこと
で、男女平等の視点に立った教育・学習を推進した。

学校のおかれている環境や、保護者の意見にも十分配慮する必要
がある。

　　　 ③ ★★★

小中学校において、成長段階に応じ、人権の重要な要素である性
の理解を深めるとともに、中高生に保健事業を実施することで、必
要な知識の普及や意識の醸成を図り、男女平等教育学習を推進し
た。

　　　　～４～

　施策の方向（３）

★★★
保育所、小中学校等の教育の場で、成長段階に応じた男女
平等教育・学習を行い、性別にかかわらず多様な選択を可
能にする教育・学習を推進した。

職場体験においては、児童・生徒の興味関心に応える内容
の学習先のより一層の拡大が求められる。

基
本
的
施
策

性別にかかわらず可能性・個性を伸ばす教育・学習の推進

男女平等の視点に立った教育・学習の推進

性に関する教育・学習の推進

男女共同参画に関する事業所への働きかけ

　施策の方向（２）

★★

市職員・教員、事業所に対して、男女共同参画に関する情
報の周知・啓発等を行うとともに、市職員・教員に対して、研
修会を実施することで、職場における男女共同参画の理解
を促進した。なお、事業所からの研修開催等相談に対し、講
師を紹介できる体制とし、事業所への働きかけを行ったが十
分ではなかった。

　施策の方向（１）

★★★
講座・研修等を開催し、男女共同参画に関する学習機会の
提供と市民との情報等の交流を促進することで、男女共同
参画の市民理解を促進した。

基
本
的
施
策

市民等に対する、一層の周知方法について検討が必要であ
る。

基
本
的
施
策

市民への男女共同参画に関する学習機会の提供

市民との男女共同参画に関する情報交流

男女共同参画に関する市民の交流の促進

男女共同参画に関する市職員・教員研修の強化

事業所より、相談等の利用がないことから、一層の普及・啓
発等の働きかけが必要である。



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

★★

市政への女性の参画を促進するため、審議会
等の女性委員の積極的な登用を促進するとと
もに、女性の社会的チャレンジ支援講座を開催
したが、市女性職員の登用の促進や地域活動
団体等における環境整備の働きかけが十分で
なかったため、可能性・個性を発揮できる環境
整備は十分に促進することができなかった。

市職員の、ワーク・ライフ・バランス確保のため
の制度利用を実質化する環境整備、女性職員
の登用につながる長期的育成とキャリアアップ
期間の不足への対応や経営者に対する意識
改革を進める事業等の充実が必要である。

　　　　～５～

　可能性・個性を発揮できる環境整備の促進

 課  題  ２ 



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　 　市政への女性の参画の促進

　　　 ① ★★

性別に関係なく、各種研修への参加及び適格で優秀な人材の管
理職登用環境の整備を進め、女性職員の能力発揮を促進したが、
施策の性質上、短期的な効果を得られるものではないことから、登
用は十分ではなかった。

早い段階からの意識啓発とキャリアアップ期間の不足への対応が
求められる。

　　　 ② ★★★
市の審議会等委員構成は、男女比率を考慮し、総合的に委員の
選考を行うよう明確に規定するとともに、委員の出席しやすい審議
会等の開催日程等に配慮し、女性委員の登用を促進した。

女性委員の情報活用や会議開催等の周知方法の検討が必要であ
る。

　

　 　職場における女性の参画の促進

　　　 ① ★★★
男女が協同して参画することのできる環境づくりを積極的に貢献し
ている事業所を千葉県が表彰しており、市ホームページに掲載す
ることで事業所等へＰＲした。

今後も市ホームページ等による情報提供を検討する必要がある。

　　　 ② ★★★
事業所に対し、男女雇用機会均等法等の普及・啓発や雇用労働
に係る男女平等推進に関する働きかけを行い、事業所の男女平等
を推進した。

男女雇用機会均等法等の普及・啓発をより一層図るため、事業所
の経営者に対する意識改革を進める事業等の充実が求められる。
また、一層の周知・啓発が必要である。

　　　 ③ ★★★
自営業者、農業者に対し、女性の経営参画の啓発に取り組み、女
性が家族経営、農業経営へ参画が行われるよう周知を図り、自営
業者・農業者における男女平等を推進し、啓発に努めた。

家族経営協定における推進体制の整備が必要である。

　

　 　地域活動における女性の参画の促進 　

　　　

基
本
的
施
策

① ★

地域活動団体に対して、男女共同参画の促進及び啓発を図った
が、自治会、子ども会育成会、ＰＴＡ活動等における男女共同参画
社会の促進、啓発が十分でなかったことから、男女共同参画社会
形成に関する働きかけを進めることができなかった。

地域活動団体は、性別を問わずテーマに関心のある市民が構成
する団体や家庭の就労形態等の影響により男性の参加が少ない
団体などもあり、社会構造的な改善と併せ、並行的に働きかけてい
く必要がある。

　

　 　男女共同参画の視点に立った地域社会づくりの促進

　　　 ① ★★★★
防犯灯・街路灯の設置を進め、防犯パトロールの実施、消防団へ
の女性団員の採用など、誰もが安心・安全な地域づくりを推進し
た。防災計画、備蓄用品についても、今後の対応を準備している。

防災について更なる啓発活動及び広報による周知が必要と思われ
る。

　　　 ② ★★★
姉妹都市リバモアへの短期留学生の派遣、小中学校における国際
理解教育の促進を図ることで、異文化や異なる価値観を踏まえた
上での男女平等に関する国際感覚の醸成を促進した。

ＡＬＴの各学校への更なる配置回数の増加を検討する必要がある。

　　　　～６～

早い段階からの意識啓発とキャリアアップ期間の不足への対
応が求められる。また、審議会においては、女性委員の情報
活用を図るための一層の周知方法の検討が必要である。

基
本
的
施
策

市女性職員の能力発揮と登用の促進

審議会等への女性委員の登用の促進

自営業者・農業者における男女平等推進に関する働きかけ

基
本
的
施
策

事業所の経営者に対する意識改革を進める事業等の充実
や、一層の周知・啓発が必要である。

女性従業員の能力発揮と登用の促進

事業所への雇用労働に係る男女平等推進に関する働きかけ

　施策の方向（１）

★★

審議会等委員構成において、男女比率を考慮して選考する
ことを明確に規定するとともに、会議においては、委員の出
席しやすい日程に配慮するなど、女性委員の登用について
促進した。市職員については、性別にかかわらず職員の能
力発揮と登用を進めているが、女性管理職の増加には至っ
ていない。

　施策の方向（２）

★★★
男女雇用機会均等法等の普及・啓発や自営業者、農業者
及び事業所等における男女平等推進に関する働きかけを行
い、職場における女性の参画を促進した。

　施策の方向（４）

★★★

誰もが安心できる地域づくりを推進するため、女性のニーズ
に対する対応や自主防犯防災組織への女性参画、国際理
解を進めることにより男女共同参画の視点に立った地域社
会づくりを促進した。

　施策の方向（３）

★

地域活動団体に対して、情報提供を進め、性別に関わらず
誰でも地域活動へ参加できるよう機会の拡充を行ったが、自
治会、子ども会育成会活動における促進、啓発が十分では
なかったことから、地域活動における女性の参画は十分に促
進できなかった。

地域活動団体は、性別を問わずテーマに関心のある市民が
構成する団体や家庭の就労形態等の影響により男性の参
加が少ない団体などもあり、社会構造的な改善と併せ、並行
的に働きかけていく必要がある。

地域活動団体への男女共同参画社会の形成に関する働きかけ

基
本
的
施
策

防犯・防災における男女共同参画推進

外国人との共生における男女平等の確保



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　 　女性の社会的チャレンジの支援

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★
就職・再就職を目指す女性を対象に、就職のための各種情報提供
を行うとともに、女性のための再就職セミナーを実施し、女性の
個々の状況に応じた就労が実現できるよう支援を行った。

就職・再就職に関する講座や、求職者への情報提供について効果
的な周知方法の検討が必要である。

　　　　～７～

★★★
就職・再就職を目指す女性を対象に、就職のための各種情
報提供や再就職セミナーによる学習機会の提供等、女性の
就労が実現できるよう支援を行った。

就職・再就職に関する情報の効果的な提供方策を検討する
必要がある。

女性の社会的チャレンジを支援する相談・学習機会・情報の提供等

　施策の方向（５）



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

★★

保育事業の充実により子育て支援を行うととも
に、男性の家庭・地域での活動支援となる各種
講座、事業等を実施したが、一部実施すること
ができなかった事業もあった。

子育て支援等サービスやワーク・ライフ・バラン
スについての効果的な周知方法の検討等が必
要である。

　　　　～８～

　家庭生活と社会生活の調和の促進

 課  題  ３ 



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　 　家庭生活と社会生活の両立支援

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★
保育事業の充実を図るとともに、介護保険制度等の啓発、助成事
業等の実施により、子育て・介看護等と社会での活動の両立を支
援した。

保育サービスの利用を促すために、効果的な周知が求められる。

　

　 　家庭と就労の両立のための職場環境の整備促進

　　　

基
本
的
施
策

① ★★
市職員に対し、家庭と就労の両立の普及・啓発を行い、男女がとも
に家庭と就労の両立を図るよう環境づくりを進めた。

市職員及び市内事業者に対し、ワーク・ライフ・バランスの周知方
法の更なる検討、取り組み状況の把握が必要である。

　

　 　男性の家庭・地域での活動の支援

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★
各種講座、事業等を実施し、男性の家事・子育て・介看護等の家
庭参画を促進するとともに、知識と技術の習得と男性の交流機会を
促進した。

男性が参加しやすい曜日、時間の検討が必要である。また、土日
開催のための人員配置を考慮する必要がある。

　　　　～９～

　施策の方向（３）

★★★
各種講座や事業等を実施することで、男性の家庭や地域で
の生活に対し、活動機会に関われるよう相談・学習機会・情
報の提供等を行うことで、家庭・地域での活動を支援した。

男性が参加しやすい曜日、時間の検討が必要である。

男性への生活技術・子育て・介看護等に関する相談・学習機会・情報の
提供等

　施策の方向（２）

★★★
市職員や事業者に対し、家庭と就労の両立の普及・啓発を
行い、家庭と就労の両立のための職場環境の整備を促進し
た。

市職員及び市内事業者のワーク・ライフ・バランスの取り組み
状況の把握が必要である。

家庭と就労の両立調和に関する事業所への働きかけ

　施策の方向（１）

★★★

家庭生活と社会生活の両立・調和を図ることができるよう、保
育事業の充実を図るとともに、介護保険制度等において必
要なサービス・支援が活用できるよう周知・啓発を行い、家庭
生活と社会生活の両立を支援した。

保育サービスの利用を促すために、効果的な周知が求めら
れる。

子育て・介看護等と社会での活動の両立支援の取り組み



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

★★★

ドメスティック・バイオレンス等を防止するため
に、民生・児童委員に対する研修や、有害情報
等の監視・撤去を行った。また、セクシュアル・
ハラスメントに関するパンフレットを公共施設に
配置し、セクシュアル・ハラスメントの防止に向
けた啓発活動を実施した。

健康教育は、男性より女性の参加者が多いた
め、男性の参加者の増加を図る必要がある。

　　　　～１０～

　人権が守られる社会の形成

 課  題  ４ 



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　

　　　 ① ★★★

児童及び配偶者等に対する暴力防止対策における関係機関との
連携、緊急保護の助成等の実施、民生・児童委員への研修の充実
などによりドメスティック・バイオレンス等の防止と相談体制を充実さ
せた。

担当ケースワーカー・相談員の更なる資質向上、地域住民の協力
体制の強化、情報提供しやすい環境の構築等が求められる。

　　　 ② ★★★
セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発の推進や市役所にお
ける相談・対応体制の充実などにより、セクシュアル・ハラスメントの
防止を促進した。

　

　 　男女共同参画の視点に立った健康の確保と福祉の増進

　　　 ① ★★★
性差医療に関する情報の収集・提供の実施、性差に配慮した検診
や心身の相談業務を進め、健康の維持増進を図るための取り組み
を進めた。

健康教育は、男性より女性の参加が多い。男性参加者の増加を図
る必要がある。

　　　 ② ★★★
同性介助の苦情、相談体制は整備済であり、また、介護においても
適宜、入浴、排泄介助の同性介助を実施、一人の女性、一人の男
性として個人の意思を尊重したサービスを実施している。

同性介助の需要にその都度必要な人材不足の解消が求められ
る。

　　　　～１１～

　施策の方向（２）

★★★

性差に配慮した健康相談の実施や検診の必要性等の周知
を図り、心身の相談業務を進め健康の維持増進への取り組
みを進めるとともに、同性介助のニーズを検討するなど、男
女共同参画の視点から健康確保と福祉増進を進めた。

健診では多くの参加者がいるが、健康教育では少数参加に
とどまる男性の増加を図る必要がある。

基
本
的
施
策

性差に配慮した健康の維持増進の取り組み

性に配慮した高齢者・障害者福祉

　施策の方向（１）

★★★

ドメスティックバイオレンス等による被害者の緊急保護の助成
等や暴力防止対策地域協議会の開催、各種研修を実施す
るとともに、セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発を
推進し、女性に被害が多い暴力の防止と被害者支援のため
の相談・学習機会等の情報提供等を行った。

担当ケースワーカー・相談員の更なる資質向上、地域住民
の協力体制の強化、情報提供しやすい環境の構築等が求
められる。

基
本
的
施
策

ドメスティック・バイオレンス等の防止と被害者支援のための相談の充実

セクシュアル・ハラスメントの防止と被害者支援のための相談の充実

　女性に被害が多い暴力の防止と被害者支援のための相談・学習
　機会・情報の提供等



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

★★★

男女共同参画推進計画の事業評価を行い、実
施状況・成果と併せて公表するなど的確な進行
管理を行った。
国や県、他市町村と連携強化を図るなど男女
共同参画の推進に積極的に取り組んだ。

市民意識調査を実施しなければ成果が把握で
きない指標があるが、他の行政課題や施策の
状況、費用等を考慮すると毎年度の調査の実
施は困難である。

　　　　～１２～

　男女共同参画社会の形成に取り組む体制
　の強化

 課  題  ５ 



評価 「　実　施　」　・　「　成　果　」 「　実　施　上　の　課　題　」

　

　 　施策の推進体制の強化

　　　 ① ★★★

男女共同参画推進本部で、男女共同参画推進計画の評価方法を
改正。また、推進本部会委員を含めた職員対象の研修を実施し、
職員全体の資質向上を図ることができたが、専任組織設置の検討
は限られた職員数の中で増加する行政課題に対応している現状を
考慮し、見送るものとした。

限られた職員数の中、緊近の行政課題に適確に対応するための
組織・人員編成を行う必要がある。

　　　 ② ★★★★

男女共同参画推進協議会を委員の出席しやすい日程等に配慮し
て開催するなど、運営の充実に努めた。また男女共同参画推進協
議会の研修会を開催し、情報交流による施策の推進体制を強化し
た。

　

　 　計画の成果を上げる進行管理

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★

男女共同参画推進計画における計画事業の事業評価システムを
構築し、事業評価を実施・公表したが、市民意識調査を実施しな
かったことから、計画の成果指標の状態を把握することは十分にで
きなかった。

進行管理の際、市民意識調査を実施しなければ成果が把握できな
い指標があるが、他の行政課題や施策の状況、費用等を考慮する
と毎年度の調査実施は困難である。

　

　 　国・県・他市町村との連携

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★
国・県・他市町村との連携を図りながら、男女共同参画に係る様々
な課題の解決に向けた取り組みを推進した。

　

　 　市民との協働

　　　

基
本
的
施
策

① ★★★

四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会の広報紙の設置・配
布、各講座等支援を行い、市民協働を推進した。また、男女共同参
画推進協議会については、公募市民4名が委員となるなど十分な
市民参加を実施している。

　　　　～１３～

県内26市により構成する連絡協議会や、県主催会議等を通
して男女共同参画に係る課題への対応を協議するとともに、
県へのい要望を行うなど、男女共同参画の推進に当たり、関
係団体との連携を図った。

男女共同参画社会の形成のための国・県・他市町村との連携強化

　施策の方向（４）

★★★
四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会との協働事業
の推進や男女共同参画推進協議会における十分な市民参
加などにより市民との協働を進めている。

男女共同参画推進協議会との協働の強化

男女共同参画社会の形成のための市民との協働活動の推進

　施策の方向（３）

★★★

　施策の方向（２）

★★★

男女共同参画推進計画における計画事業の事業評価シス
テムを構築し、事業評価を実施・公表したが、市民意識調査
を実施しなかったことから計画の一部の成果指標の状態を
把握することができなかった。このため、計画の進行管理に
おいて効果を把握することが十分にはできなかった。

進行管理の際、市民意識調査を実施しなければ成果が把
握できない指標があるが、他の行政課題や施策の状況、費
用等を考慮すると毎年度の調査実施は困難である。

男女共同参画推進計画の成果を上げる進行管理の実施

　施策の方向（１）

★★★
男女共同参画推進本部で、男女共同参画推進計画の評価
方法を改正。また、推進本部会委員を含めた職員対象の研
修を実施し、情報交流による施策の推進体制を強化した。

限られた職員数の中、緊近の行政課題に適確に対応するた
めの組織・人員編成を行う必要がある。

基
本
的
施
策

庁内における男女共同参画推進機能の強化


